
ス
ス

苅
年
続
性
刷
定
』
と
あ
る
に
よ
っ
て
、
こ
の
正
院
に

一
と川町
L
た
。
開
設
忠
左
衛
門
の
子
で
、
鈴
木
和
協
に

一

川
家
が
在

b
、
腕
仰
を
品
川
ね
た
の
で
あ
る
と
し
、
利

一
謎
は
れ
た
も
の
。
即
応
柳
併
流
の
創
訟
を
生
災
に
研

一

名
抄
に
珠
洲
腕
を
紋
せ
ぬ
の
は
、
例
に
依
っ
て
省
略

一
ぴ
、
文
江
戸
に
往
い
て
際
川
鵡
司
郎
右
衛
門
の
門
に

一

し
た
の
で
あ
る
と
し
て
阿
る
。
し
か
し
、
大
同
三
年

一
入
っ
た
。
阪
に
し
て
従
節
す
る
者
茜
だ
多
〈
、
近
際

一

紀
の
文
を
珠
洲
の
次
に
抑
何
々
の
三
字
を
脱
し
た
も

一
忠
之
-A
の
仇
を
報
じ
た
問
、
行
亦
窃
か
に
之
を
助
け

一

の
と
見
ら
れ
ぬ
こ
と
も
な
い
o
m
m
し
て
然
ら
ば
後
川
一
た
。
行
武
棋
の
傍
磁
を
市
川
米
躍
に
朝
日
ひ
、
叉刑制
策

一

?
叫，

p
v

一

-

M
N
絞
と
い
ふ
も
の
、
名
に
よ
っ
て
そ
の
腕
剖
か
と
も

一
を
吹
い
て
自
ら
抽
出
し
ん
だ
。
明
治
十
年
十
二
且
十
四

一

思
は
れ
る

o
X能
資
芯
徴
は
鈴
鹿
だ
ら
う
と
し
て
ゐ

一
日
夜
、
平
年
七
十
二
。

一

る
が
、
そ
れ
で
は
待
野
と
の
闘
係
が
刊
ら
な
く
な
る
。
一

ス
ズ
キ
ゴ
ン
ノ
ス
ケ

鈴
木
擁
之
助

前
出
利
家

一

ス
ズ
オ
ク
シ
ヤ

鈴
奥
社

J
ス
ズ
ジ

y
ジ
ヤ
オ

一
に
仕
へ
て
四
百
石
を
受
け
、
立
永
十
二
年
間
問
。
子
田
町

一

タ
ミ
ヤ
目
別
々
剥
創
出
世
白
。

一
第
f
d
代
市
山
共
街
に
誤
っ
て
断
絶
し
た
。

一

ス
ズ
ガ
ダ
ケ

鈴
ヶ
緑

能
胤
式
市
大
杉
川
の
水
源

一

ス
ズ
キ
シ
ゲ
ク
ニ

鈴
木
霊
園
辺
都
椛
兵
術
。

一

南
方
に
あ
っ
て
、
江
沼
榔
に
跨
る
。
一
品
さ
一
一
七
.1
一目
白
辿
犯
の
回
。
院
長
五
年
八
且
能
楽
榔
浅
升
畷
の
峨

一

米。

一
に
、
丹
羽
M
M
取
の
庖
森
川
町
治
左
衛
門
の
岱
に
前
取
ら

一

ス
ズ
ガ
ダ
ケ

鈴
グ
怨

珠
洲
加
山
伏
山
の
一
名
。

一
れ
た
。

一

白
永
元
年
一
段
杷
に
、
『
鈴
ヶ
以
へ
絞
る
。
此
山
を
か

一

ス
ズ
キ
ス
ケ
ザ
エ
モ
ン

鈴
木
助
左
衛
門

問
時

一

う
故
山
と
も
山
伏
山
と
も
い
ふ
よ
し
。

山
上
に
陥
祭

一
茂
右
衛
門
の
子
で
、
前
川
綱
紀
に
お
山
吉
れ
、
三
百

一

山
棋
の
小
政
あ
り
。
』
と
あ
る
。

一
石
を
鮒

L
、
元
政
七
年
間
問
。
子
孫
間
九月
滞
に
仕
へ
る
。

一

ス
ズ
ガ
ミ
ネ

鈴
ヶ
鉱

山
村
ガ
臥
奈
川
上
町
野

一

ス
ズ
キ
セ
イ
ベ
エ

鈴
木
清
兵
衛
部
は
正
迎
。

一

郷
に
鴎
す
る
叩
印
税
。
阿
国
民
五
年
七
且
十
三
日
前
川
利

一
削
タ
V
A
は
努
附
邸
と
似
し
た
。
金
怖
の
市
入
。
人
と

一

政
の
利
也
に
は
鈴
按
と
郡
い
て
あ
る
。

一
勾
り
伯

m
u欲
、
能
く
梁
を
守
り
、
俄
限
に
は
利
政

一

ス
ズ
キ
マ
ゴ
ザ
エ
モ
ン

鈴
木
孫
左
衛

門

前

山

ス
ズ
キ
イ
ナ
パ

鈴
木
因
幡

も
と
紀
州
浪
λ
で

一
部
第
を
好
ん
だ
o
侭
且
小
松
栴
林
院
の
辿
倣
品
目
に
列

一
一
同
拐
の
徒
で
あ
っ
た
が
、
医
長
十
八
年
外
教
禁
止
の

路
川
町
に
借
り
、
後
に
能
殺
に
来
り
、
時
的
泌
の
隠
加

一
L
、
開
制
年
制
時
る
こ
と
な
か
っ
た
の
で
、
滞
か
ら
白
銀

一
際
特
宗
を
詩
う
て
陛
刑
を
犯
れ
た
。
後
路
左
衛
門
は

際
新
三
郎
を
養
子
と
し
て
M

民
家
に

出
入
し
て
ゐ
た

一
若
干
を
賞
賜
せ
ら
れ
、
陸
路
=
一
年
六
且
八
日
七
十
三

一
越
中
魚
知
郡
代
に
任
ぜ
ら
れ
、
持
い
で
江
戸
に
賦
役

が
、
天
正
五
年
七
倍
の
市
町
域
以
後
、
上
杉
氏
の
将
脇
町
一
肢
で
残
し
た
。

一
し
た
が
、
そ
の
内
心
認
に
殴
悔
し
た
者
で
な
い
こ
と

坂
長
引
に
随
従
し
た
。
然
る
に
六
年
以
降
は
長
辿
尚

一

ス
ズ
キ
究
ダ
ナ
カ

鈴
木
忠
長
沼
稿
消
太
夫
。

一
を
山
田
告
す
る
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
、
加
賀
滞
は
之
を

の
配
下
に
印
刷
し
、
所
々
の
械
に
活
制
し
て
居
る
。

一
元
徹
十
年
相
官
父
又
兵
術
の
治
知
二
百
石
を
m
出
ぎ
、
正

一
召
越
し
、

一
族
上
下
七
人
を
魚
津
に
殴
殺
し
た
。
こ

ス
ズ
キ
ウ
キ
ヨ
ウ
ノ
シ
ン

鈴
木
右
京
進

鈴

木

一
徳
四
年
川
場
奉
行
に
任
じ
、
写
保
三
年
創
稲
御
前
附

一
の
磁
刑
は
、
=
一
州
奇
談
に
、
魚
禄
郡
代
大
脅
士
山
応
の

川
刑
制
屯
の
絢
子
。
加
飢
一
向
一
伎
の
従
で
別
宮
城
に

一御
用
人
と
し
て
五
十
行
を
加
へ

、
十
九
年
同
御
附
物

一
時
に
あ
る
と
担
さ
れ
る
が
、
主
席
の
加
代
で
あ
っ
た

在
っ
た
が
、
国
〈
正
八
年
十
一
月
父
と
以
に
柴
山
勝
家

一一
肌
孤
に
泌
み
、
一冗
文
二
年
'
例
制
品
、
延
手
二
年
」

ln六
一
の
は
、
見
永
四
年
乃
京
J
1
三
年
で
あ
る
。

の
岱
に
扮
は
れ
て
殺
さ
れ
、
そ
の
首
級
を
安
土
の
総

一
十
八
段
を
以
て
残
し
た
。

一

ス
ズ
キ
マ
ン
ベ
エ

鈴
木
駕
兵
衛
延
享
二
年
父

川
信
長
に
滋
ら
れ
た
。

一

ス
ズ
キ
デ
ハ
ノ
カ
Z

鈴
木
出
羽
守
一

向
一
授

一
消
太
夫
芯
長
の
治
知
二
百
拡
十
石
を
邸
ぎ
、
大
小
作

ス
ズ
キ
コ
ウ

鈴
木
行

沼
抑
制
新
在
術
門、

以
知
一
の
尚
領
で
、
能
築
部
別
宮
城
主
で
あ
っ
た
。
天
正
八

一
に
斑
L
、
後
小
錦
潜
行
在
勤
中
隊
包
を
以
て
滞
却
を

年
四
且
本
願
寺
山
間
如
が
出
羽
守
に
奥
へ
て
、
凶
中
間

心
の
上
勢
力
の
維
持
を
脳
る
こ
と
を
初
め
た
約
息
が

あ
る
。
同
年
金
得
御
幼
の
陥
古
川
後
、
柴
制
勝
目
成
ば
佐

久
間
同
開
放
を
し
て
之
を
附
ま
し
め
た
が
、
容
易
に
奴

〈
を
得
な
か
っ
た
の
で
、
伴
っ
て
出
羽
守
の
除
を
容

れ
る
岱
に
勝
家
の
本
密
に
招
い
て
暫
し
た
と
い
ふ
。

そ
の
子
右
京
地
・
次
郎
右
衛
門
・米
女
・太
郎
も
亦
不

邸
の
死
を
途
げ
た
。
出
羽
守
の
減
っ
た
別
宮
城
は
V〈

ヲ，av
ゲ

烏
趨
械
と
も
い
ふ
も
の
で
、
そ
れ
を
こ
胞
に
研
た
と

す
る
は
設
で
あ
る
。
ま
た
出
羽
守
の
祢
は
訟
任
木
野

寺
文
部
に
義
明
に
作
る
が
、
そ
の
文
部
自
聞
が
催
日

な
も
の
と
は
い
へ
な
い
。
越
号
制
H
=
一
州
芯
に
は
鼠
壌

と
し
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
摘
姿
水
の
三
州
奇
談
に
倣

う
た
も
の
な
る
べ
〈
、
そ
の
附
酬
を
知
ら
ぬ
。

ス
ズ
キ
ト
ウ
キ
ユ
ウ

鈴
木
桃
久
閥
均
榔
弘
江

の
入
。
天
保
六
年
生
。
名
は
幸
卒
。
制
献
を
大
西
荷

且
に
県
ぴ
て
即
日
を
有
隣
鉄
と
脱
し
た
。
明
治
十
九

年間問。ス
ス
キ
ノ
薄
野

古川。

邸
主
部
七
揃
庄
に
邸
す
る
部

窃
取
し
、
貸
出
間
二
年
六
且
揚
肢
に
収
容
せ
ら
れ
、
三

年
牢
死
し
た
。

ス
ズ
キ
ミ
チ
カ
ツ

鈴
木
泊
二

週
明
桝
左
兵
衛
・

宇
布
衛
門
。
前
町
吉
徳
の
側
室
心
鮫
院
の
M
A

。
恋
文

元
年
召
出
さ
れ
て
二
百
石
を
鎖
L
、
迎
保
三
年
大
小

怖
と
な
り
、
見
延
二
年
現
。
子
孫
三
代
牢
『
批
安
之
に

京
っ
て
断
縦
し
た
。

ス
ズ
キ
ミ
ツ
ヒ
ロ

鈴
木
光
弘

辺
都
長
左
衛
門
。

矢
を
鈴
見
屋
信
兵
衛
と
い
ひ
、
水
野
光
政
に
技
を
烈

ん
で
白
鋭
職
と
な
っ
た
。
二
代
長
左
衛
門
命
弘
家
を

加
盟
い
で
、
文
政
三
年
間
間
L
、
設
弘
の
潟
長
左
衛
門
光

宜
、
集
弘
の
子
長
左
衛
門
徒
宜
樹
約
き
、
そ
の
後
も

亦
長
左
術
門
の
名
を
裂
う
た
。

ス
ズ
キ
ヤ
ス
ユ
キ

鈴
木
安
之

沼
田
制
鉄
三
郎
・
牢

磁
。
明
利
入
年
幼
に
し
て
謎
父
字
左
術
門
安
胞
の
似

三
の
一
を
州
国
ぎ
、
次
い
で
本
知
二
百
石
に
復
L
、
役

相
酬
潜
行
に
任
じ
た
が
、
文
化
十
年
滞
似
私
山
の
こ
と

鉱
山
剖
し
て
錫
屈
に
枚
持
せ
ら
れ
、
十
一
年
六
且
十
三

日
四
サ
六
"
ぽ
を
以
て
牢
死
し
た
。

ス
ズ
ゴ
ホ
リ

珠

洲

郡

能
wmH

悶
却
の
一
な
る
味

洲
却
は
、
出
芸
風
土
把
に
都

f
L三
附
と
す
る
も
の

え

-

で
あ
ら
う
。
そ
の
山
市
源
に
部
品
い
て
は
、
或
は
筏
の
誌

に
し
て
、土
丘
に
取
る
と
の
設
が
あ
る
が
信
じ
錐
い
。

絡
は
海
滋
に
生
ず
る
も
の
で
な
い
か
ら
で
あ
る

o
x

邸
主
の
名
の
臥
京
比
古
副
社
よ
り
出
た
に
同
じ
〈
、

珠
洲
は
川
副
都
制
枇
に
よ
り
て
起
る
と
す
る
も
の
は
、

共
に
木
米
を
傾
倒
せ
る
も
の
で
あ
る
。
承
久
三
年
四

巡
の
能
積
凶
別
撤
回
鍛
に
珠
洲
郡
と

L
、
罰
則
目
別
利
副

所
以
郎
永
十
年
二
月
九
日
附
の
従
縦
拡
に
獄
々
仰
の

宗
を
則
ひ
、
別
問
利
M

間
判
耐
円
什
最
年
正
且
十
九
日
附
の

も
の
に
鈴
籾
在
々
丙
姓
申
と
宛
名
を
認
め
た
如
き

は
、
い
づ
れ
も
服
用
で
あ
る
。

ス
ズ
シ
ョ
ウ

鈴
庄

mmam一
民
紀
怨
十
三
日
れ

四
五
O
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